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寒川町総合計画２０４０基本構想の改訂について（答申） 

 

 令和６年８月１日付寒企第３７８号にて諮問のありました「寒川町総合計画２０４０基本

構想の改訂」については、慎重に審議を重ねた結果、次の意見を付して答申します。 

 

意  見 

 

 寒川町総合計画２０４０基本構想の改訂（案）については、新型コロナウイルス感染症に

よる社会経済環境の変化や人口推計と実人口との乖離を踏まえ、２０４０年に向けて改訂さ

れることは時宜にかなうものと判断します。 

 また、社会経済環境の変化や人口推計と実人口との乖離を踏まえて序論を整理したうえで、

「寒川町における人口推移」を改訂すること、及びまちの将来像や理念、基本目標、政策は

修正しないことは、妥当なものであると判断しました。 

 なお、審議の過程で次の意見が示されましたので、実施にあたっては留意するよう要望し

ます。 

 

１．寒川町らしい独自の移住・定住施策の推進について 

寒川町総合計画２０４０が開始され３年が経過した時点で、新型コロナウイルス禍の下

でも着実に計画に基づいた施策等を展開することにより、生産年齢人口を中心に目標人口

を千人以上超過する人口を確保していることは持続可能なまちづくりに向けて評価する。 

今後も、相模川や田園などの豊かな自然環境や、寒川神社をはじめとする歴史・文化など

町が持つ個性や資源を最大限に生かし育むとともに、商工業などの経済活動と将来都市構

造を踏まえた魅力あるまちづくりなどを着実に進め、移住・定住を促進すること。 

 

２．社会経済環境の変化への柔軟な対応について 

基本構想の計画期間は２０年であるものの、社会経済環境の変化に柔軟に対応できるよ

うに、実施計画の効果検証に合わせて基本構想も含めて点検を行い、変更の必要性が生じ

た場合は基本構想を見直すこと。 

 

３．基本構想改訂に伴うパブリックコメント実施結果への対応について 

  将来的な人口減少が予測される中、寄せられた意見はいずれも自律的な行政財政運営へ

の期待や寒川町という地域の特性・強みを活かした取り組みに対する貴重な意見であった

ため、それらの内容を十分考慮した中で、寒川町総合計画２０４０の期間内に取り組むべ

き施策・事務事業を策定すること。 


